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 第７号は、第６号までの基準以外に傷病者の搬送及び受入れの実施に関して、

都道府県が必要と認める事項について策定するものである。 

 以下に例を示す。 

 

 ○ 搬送手段の選択に関する基準 

消防防災ヘリやドクターヘリを活用する場合には、基本的に消防機関が

要請を行うこととなる。即ち、ヘリコプターを効果的に活用するためには、

適切なヘリ要請が必要である。そのため、救急車の活用と、ヘリコプター

の活用等と、どちらが傷病者の生命や予後の観点から適当か等、当該地域

においてあらかじめ検討した上で、一定の要請基準を設定することが考え

られる。 

 

○ 災害時における搬送及び受入れの基準  

 災害時、特に多数発生した傷病者に対し、消防機関と医療機関がどのよ

うに連携を図るかについて、傷病者の搬送及び受入れの観点から、実施基

準としてあらかじめ策定しておくことが考えられる。  

第７号（その他基準） 

傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認め

る事項 
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参考（第１号～第７号の実施基準に関するもの） 

消防法第３５条の５第２項の各号について、以下に概念図としてまとめる。 

傷病者の搬送及び受入れの実施基準概念図 
 

○ 消防機関（救急隊）        ○ 医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※【番号】は、各基準を定めている消防法第３５条の５第２項の各号を示す。 

 

 
【１】第１号（分類基準） 

○ 傷病者の状況に応じた分類の策定 
 

【２】第２号（医療機関リスト） 
  ○ 分類に応じ医療機関の名称を具体的に記載 
 
【３】第３号（観察基準） 
  ○ 傷病者の状況の観察の基準 
 
【４】第４号（選定基準） 
  ○ 医療機関の選定の基準 
 
【５】第５号（伝達基準） 
  ○ 観察に基づいた傷病者の状況の伝達の基準 
 
【６】第６号（合意形成基準、確保基準） 
  ○ 医療機関の選定が困難な場合の対応 
  ○ その他医療機関を確保するための基準 
 
【７】第７号（その他基準） 
  ○ その他必要な基準 

確認（観察） 選定 
医療機関 

リスト 

分類区分の 

設定 

伝達 

（受入照会） 

受入可否 

回答等 

【３】 【４】 【２】 【１】、【２】  

【５】 

受入医療機関が速やかに

決定しない場合の対応 

【６】 

その他 

【６】、【７】 
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３ 協議会について 
 消防法が都道府県に設置を義務づける協議会は、傷病者の搬送及び受入れ

の実施基準を策定又は変更するに当たっての協議や、傷病者の搬送及び受入

れの実施に関する連絡調整を行うためのものであり、消防機関及び医療機関

をはじめ、関係する事業を代表する者がもれなく参画するものでなくてはな

らない。 

協議会の構成メンバーについてそのー例を以下に示す。 

  ① 消防機関の職員 

    ・ 代表消防本部    

    ・ 政令市等大規模消防本部   

    ・ 中～小規模消防本部 

等  

② 医療機関の管理者又はその指定する医師（救命救急センター長等）  

    ・ 救命救急センター、地域中核病院  

    ・ 二次救急医療機関       

    ・ 小児科、産婦人科、精神科等の特に特定の医療機能を有する医療

機関 

等 

   ③ 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者 

   ④ 都道府県の職員  

    ・ 消防防災部局の職員    

    ・ 衛生主管部局の職員    

   ⑤ 学識経験者等（都道府県が必要と認める者） 
                     

   消防機関と医療機関等の間の意見調整や傷病者の搬送及び受入れに関す

る合意の形成を行うことから、こうした関係機関における一定の責任を有す

る者が協議会の構成員となることが望ましいと考えられる。しかし、同時に、

実施基準を現場の実情に即したものとするため、現場の意見を反映させるこ

とも不可欠である。そのための対応として、協議会の構成メンバーに現場の

消防職員や救急医療に携わる医師を加えることや、協議会にこれらの者から

の意見陳述の場を設けること等も考えられる。 
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４ 傷病者の搬送及び受入れに関する調査・分析について 

 

 ○ 協議会の機能である「実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入

れの実施に係る連絡調整」（消防法第３５条の８）として、傷病者の搬送

及び受入れの状況についての調査・分析が含まれている。 

 

○ 消防機関が有する搬送に関する情報と、医療機関が有する救急搬送後の

傷病者の転帰情報等をあわせて、その地域での救急の状況を分析すること

が、傷病者の状況に応じた適切な医療を提供するための実施基準の策定と

その見直しを行うために重要である。 

 

○ まず、地域において、どういった傷病者が救急搬送されているのか、ま

た、それらに対応するために、どの程度の医療提供体制が必要なのか、需

要状況を把握する必要がある。その上で、現時点で地域における医療の供

給体制を踏まえ、手術等が出来る体制をどの程度確保しておくべきか等、

データを基に実施基準を検討していく必要がある。 

 

○ また、救急隊の搬送及び処置が適切であったか、そして、医療機関の受

入れは適切であったか、それぞれのデータをもって客観的に把握し、フィ

ードバックさせることで、実際に機能する実施基準にしていく必要がある。 

 

○ さらに、救急隊の搬送と処置と、どちらを優先させることが傷病者の救

命や予後の向上の観点から適切か、また、各地域における消防機関と医療

機関とがどうあるべきか、検討していくことが望ましい。 

 

○ 実施基準を策定し、検証に基づいて実施基準の見直しを行い、より有効

な実施基準を、状況に応じて適宜策定していく必要があるため、少なくと

も、年に一回は調査・分析に基づき、実施基準全体を見直す必要があると

考えられる。  
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